
（様式第３号－４） 

介護員養成研修 重要事項説明書 

            様 

 

 介護員養成研修事業について、「京都府介護員養成研修に関する要綱」に基づき、次のとおり説明し

ます。この内容は重要ですから、十分御理解の上、受講いただきますようお願いします。 

 

説明日 平成  年  月  日 

説明責任者 

 所属 嵐山寮特別養護老人ホーム うたの 

 氏名 施設長 山岸 孝啓 

説明者 

                          所属 嵐山寮研修委員会 

                          氏名 委員長 吉永 光博    印 

 

私は、この重要事項説明書により、介護員養成研修における重要な事項の説明を受け、重要事項説明

書の交付を受けました。 

                         受講者氏名 

                                           （自署） 

 

 事業者指定 平成 28 年 10 月 27 日 （ 8 高第 939 号 ） 

研
修
実
施
事
業
者
の
概
要 

名  称 社会福祉法人 嵐山寮 

所 在 地 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町１７番地 

代表者の氏名 理事長 寺本 演夫 

連 絡 先 （TEL）075-871-0032  （FAX）075-861-9157 

基本財産・資本金 1,691,646,687 円（基本財産）  461,989,997 円（基本金） 

公益法人の場合 

主 務 官 庁 

[担当官庁名] 京都市役所 

[担当部署名] 監査適性給付推進課 

担当役員名 理事長 寺本 演夫 

研修担当部署 

[担当部署名] 社会福祉法人嵐山寮 研修委員会 

[担当者氏名] 吉永 光博 

（TEL）075-366-3601  （FAX）075-366-3602 

その他の主な事業 

介護保険法 介護老人福祉施設（短期入所生活介護併設）3 か所， 

（介護予防）通所介護 1 か所，（介護予防）訪問介護 1 か所，居宅介護支援 3 か所 

地域包括支援センター（委託）1 か所  老人福祉法 養護老人ホーム 1 か所 

過去に京都府内で 

実施した介護員 

養成研修の実績 

修了証明書発行延数 基礎研修 初任者研修 １級 ２級 ３級 

通学 0 0 0 0 0 

通信 0 0 0 0 0 
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 研修指定 平成 28 年 10 月 27 日 （ 8 高第 939 号 ） 

研
修
受
講
料
の
支
払
い
方
法
等
及
び
苦
情
等
の
窓
口 

実施方法 介護職員初任者研修課程 通信形式（直営） 

 
通信の場合のみ記入 

〔添削指導要領等〕 

○添削課題（レポート）は、科目ごとに２回に分け、自宅学習により各提出期限までに

提出する。 

○提出された課題は、担当講師が採点する。６０点以上を合格点とし、不合格の場合は

再提出とする。 

○課題の模範解答は、全２回の課題採点終了後に全員に配布する。 

第１回 通信課題 

 配布日：平成 29 年 1 月 30 日（月）  提出日：平成 29 年 2 月 20 日（月） 

第２回 通信課題 

配布日：平成 29 年 2 月 20 日（月）  提出日：平成 29 年 3 月 9 日（木） 

委託の場合のみ記入 ― 

受講料等  

 

受講料 50,000 円（税込） ※学割・シニア割 5,000 円引，就職サポート金制度 

その他全ての諸費用 
健康診断（胸部Ｘ線検査）にかかる費用は、自己負担。 

再評価料，再講義料は、不要。 

テキスト代 受講料に含まれる 

消費税 受講料に含まれる 

計 50,000 円（別途、健康診断の費用については自己負担） 

支払い方法等  

 

支払方法 
一括払いもしくは分割払い（3 回まで）で指定口座に振り込む。 

振込手数料はご自身でご負担ください。 

支払期日 

【一括払いの場合】 

教材受け取り後 10 日以内 

【3 回分割払い】 

①1 回目 20,000 円（割引後 15,000 円） … 教材受け取り後 10 日以内 

②2 回目 15,000 円 … 受講開始から 1 ヶ月以内(2 月 23 日まで) 

③3 回目 15,000 円 … 受講開始から 2 ヶ月以内(3 月 23 日まで) 

※受講料等の支払いが完了していない場合、修了証を発行しません。 

教育訓練給付制度等 無 

解約条件等  

 

利用者からの解約 
研修開始前までは可。研修開始後の返金は一切行わない。分納の方で中途解約

された場合も、残金は期日までにお支払いいただきます。 

事業者からの解約 

① 受講中に著しく公序良俗に反する言動・行動があり、研修の秩序を著しく

乱すと当協会が判断した場合。 

② 受講料を支払期日までに支払わなかった場合。 

③ 正当な理由なく、無断で研修を欠席した場合。 

④ 正当な理由なく、レポート等を期日までに提出しなかった場合。 

苦情等の窓口 

[担当部署名] 研修委員会（介護職員初任者研修担当） 

[担当者氏名] 吉永 光博 

（TEL）075-366-3601  （FAX）075-366-3602 
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不
測
の
事
態
等
の
代
行
事
業
者
の
概
要 

名  称 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 

所 在 地 京都府京都市下京区西木屋町上ノ口上る梅湊町 83 番地の 1 

代表者の氏名 理事長 田邉眞人 

連 絡 先 （TEL）075-354-8745  （FAX）075-354-8746 

事業者指定 平成 13 年 2 月 26 日  3 高 第 181 号 

直近の指定 平成 27 年 11 月 25 日  7 高 第 995 号 

基本財産・資本金 50,000,000 円 

公益法人の場合 

主 務 官 庁 

[担当官庁名] 京都市役所 

[担当部署名] 監査適性給付推進課 （電話）075-744-1153 

担当役員名  

研修担当部署 

[担当部署名] 人材開発部 

[担当者氏名] 梅田 万里子 

（TEL）075-354-8745  （FAX）075-354-8746 

その他の主な事業 訪問介護・居宅介護支援・介護老人福祉施設・通所介護等 

過去に京都府内で 

実施した介護員 

養成研修の実績 

修了証明書発行延数 基礎研修 初任者研修 １級 ２級 ３級 

通学 0 名 406 名 2,483 名 5,601 名 0 名 

通信 0 名 0 0 名 0 名 0 名 
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